
（参考） 

 

※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民

についても住民基本台帳制度が適用されることとなりました。そのため、平成24年7月9

日以降の住民基本台帳人口には外国人住民が含まれています。 

 

※平成24年度から住民基本台帳月報報告を廃止し、毎年1月1日現在（平成24年度のみ

年度末3月31日現在）の人口を公表しています。毎月の人口については、毎月常住人口調

査を参照してください。 


